
令和５年度保育所・認定こども園（保育部分） 

新規利用申込手続について（お知らせ） 

 

 令和５年４月１日からの保育所・認定こども園（保育部分）新規利用申込手

続については、次のとおりです。 

 

１ 入所の申込書の配布・受付期間 

令和４年１１月４日（金）～令和４年１２月２日（金） 

 

２ 提出していただく書類 

⑴ 教育・保育給付認定申請書  

⑵ 保育利用申込書    （別添の様式です。） 

⑶ 保育利用申込補助票①②（別添の様式です。） 

⑷ 父親、母親等の就労証明書（別添の様式です。祖父母の方々の分につい

ては、必要に応じてコピーしてお使いください。） 

⑸ その他「保育できない」ことを証明する書類 

 ※ 令和５年度の保育所・認定こども園(保育部分)利用のご案内の「申込み

に必要な書類は？」をご参照ください。 

 

３ 申込書類の提出先 

  三浦市福祉事務所（三浦市役所分館２階子ども課窓口）又は三浦市内の各

保育所に提出してください。 

  なお、三浦市外の保育所等を希望される方は、自治体毎に受付期間が違い

ますので、お早めに子ども課窓口へ提出してください。 

 ※1号認定枠利用を希望される方は、直接利用希望施設へご申請ください。 

 

４ 面接について 

  申込みをした保護者の方は、次の日程で面接を行いますので、必ず受けて 

ください。 

  次の日程でご都合のつかない方は、事前にご連絡ください。 

実施期間 令和５年１月 10 日（火）、11日（水）、12 日（木） 

実施時間 各日とも、９：００～１２：００及び１３：００～１７：００ 

実施場所 三浦市役所分館２階 子ども課 

  この中で、ご都合のよい日、時間にお越しください。状況によっては、お 

 待ちいただくこともありますので、ご承知おきください。 

  また、面接は、基本的には保護者との面接ですが、お子さんもお連れいた

だきますようお願いします。 

お問い合せ先 〒238-0298 三浦市城山町１－１ 

       三浦市福祉事務所(子ども課) 電話 046-882-1111内線 367 

 


